
様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２３７ 

被災児童の心のケア支援業務委託 

履行場所 小高合同児童クラブ、鹿島児童クラブ、八沢児童クラブ、上真野児童クラブ、

東町児童クラブ、原町第一児童クラブ、上町児童クラブ、橋本町児童クラブ、

太田児童クラブ、大甕児童クラブ、石神第一児童クラブ、石神第二児童クラ

ブ、高平児童クラブ、仲町児童クラブ、放課後支援施設 

種  類 業務委託 

概  要 

 震災以後、家族形態の変化や核家族の増加、避難生活など児童の放課後

の過ごし方に変化が現れ、放課後児童クラブの需要が高まっている状況に

ある。このことにより、ストレスを抱えメンタルケアを必要とする児童や

集団生活が困難な児童への対応など特別な支援を要する児童への対応も

高まっている。このことから、専門知識を有する臨床心理士などが各児童

クラブを巡回し、特別な支援を要する児童への対応や児童クラブの支援員

への指導などを行う。 

相

手

方 

名  称 特定非営利活動法人 トイボックス 

代 表 者 代表理事 栗田 智子 

所 在 地 大阪市西区南堀江 2-13-30 サンイーストビル 9F 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 当該法人は、震災直後、避難先で困難な状況におかれている児童を帰還後の受け入れ先

として市内に活動拠点を設け、学校外・放課後の児童の居場所としての役割を果たしてき

た。 

また、療育の対象とならない診断名のつきにくい児童や発達に偏りがある児童など障が

いのわかりにくい児童などにも対応してきており、支援を必要とする児童の状況を把握し

ている法人である。平成２４年度には、放課後児童クラブへの支援のため、専門知識をも

つ相談員を派遣し、児童への心のケア及び児童クラブ支援員への指導などの実績がある。 

 以上のことから、発達障がい児等への対応及び放課後児童クラブへの支援の実績があり、

児童に対してきめ細やかに対応できる事業者は、当該法人のみであるため、随意契約とす

る。 

工事等担当課名 〔                                 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２５８ 

社会保障・税番号制度システム整備業務委託（総務省分） 

履行場所 情報政策課 外 

種  類 業務委託 

概  要 社会保障・税番号制度における情報連携開始に向けて、平成２９年度内の対

応が必須とされている総合運用テストについて、市職員の作業支援等を行う。 

相

手

方 

名  称 株式会社日立システムズ 東北支社 

代 表 者 支社長 堀谷 敦 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

本業務は、平成２９年度に対応が必須とされている総合運用テストについて、本市で導

入している住民情報システムの開発業者に作業支援を依頼するものである。 

総合運用テストにおいては、住民情報システムを経由してデータを連携させる必要があ

り、当該作業を適正に遂行できるのは、当該システムの開発仕様および運用方法に精通し

ている業者のみとなるため、上記業者と随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔情報政策課                      〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２５９ 

社会保障・税番号制度システム整備（福祉関連業務分）業務委託 

履行場所 情報政策課 外 

種  類 業務委託 

概  要 社会保障・税番号制度における情報連携開始に向けて、平成２９年度内の対

応が必須とされている総合運用テストについて、市職員の作業支援等を行う。 

相

手

方 

名  称 株式会社日立システムズ 東北支社 

代 表 者 支社長 堀谷 敦 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

本業務は、平成２９年度に対応が必須とされている総合運用テストについて、本市で導

入している住民情報システムの開発業者に作業支援を依頼するものである。 

総合運用テストにおいては、住民情報システムを経由してデータを連携させる必要があ

り、当該作業を適正に遂行できるのは、当該システムの開発仕様および運用方法に精通し

ている業者のみとなるため、上記業者と随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔情報政策課                      〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 

（契約番号）４２９２０００２６０ 

平成３０年度固定資産評価替えに係る南相馬市土地評価システム路線情

報・用途地区等更新業務委託 

履行場所 総務部税務課 

種  類 委託 

概  要 

平成３０年度固定資産評価替えに向け調査した、用途地区、況類似地域界、標準

宅地及び路線情報地価形成要因から、路線価格差率を求めるとともに、運用中の

固定資産土地評価・地理情報システムに登録されたＧＩＳデータの修正を行うも

の。 

相

手

方 

名  称 株式会社パスコ 

代 表 者  

所 在 地  

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

現在南相馬市において運用している固定資産土地評価・地理情報システム納入業者である株式会社

パスコ以外では業務が困難であるため、当該業者との随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 総務部税務課                        〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２６１ 

雫浄化センタースクリュープレス整備修繕 

履行場所 南相馬市原町区雫字権現下地内 

種  類 物品修繕 

概  要 スクリュープレス整備修繕 

相

手

方 

名  称 日立造船株式会社東北支社 

代 表 者 支社長 石川 英司 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

下記業者は、施設の設計施工のアタカ工業株式会社の業務を引き継いでおり交換機器 

は既存装置との互換性を要することから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２ 

号により随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔                             〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２６２ 

クリーン原町センター粗大ごみ処理施設磁選機・粒度選別機整備修繕 

履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内 

種  類 物品修繕 

概  要 

粗大ごみ処理施設磁選機・粒度選別機整備修繕 

 

 

相

手

方 

名  称 メタウォーター株式会社東北営業部 

代 表 者 部長 石﨑 寛之 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

上記業者は当該設備製造の栗本鉄工所より全て技術譲与されており、今回の修繕におい

ても適切かつ的確な施工が見込まれるものである。また市内業者で施工可能な業者はなく

上記業者以外は機器の性能維持が困難であることから地方自治法施行令第１６７条の２第

１項第２号により随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔                             〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２６３ 

健康管理システム改修（成人検診管理項目整備）業務委託 

履行場所 南相馬市 健康づくり課 

種  類 業務委託 

概  要 
 市外避難先での各種健（検）診の実施等に対応するため、既存の健康管

理システムの改修を行う 

相

手

方 

名  称 株式会社 日立システムズ 東北支社 

代 表 者 支社長 堀谷  敦 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５－１ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 健康づくり課で導入している健康管理システムのカスタマイズであり、健康管理システ

ムの構築業者である（株）日立システムズしか当該カスタマイズを実施できないため、地

方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により、随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔                                 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２６５ 

防災集団移転促進事業 移転元買取用地除草作業(原町区)業務委託 

履行場所 南相馬市原町区金沢字水神崎地内外 

種  類 業務委託 

概  要 
防災集団移転促進事業において取得した用地のうち、他の事業区域に含まれ

ない範囲の草類の刈払を行い、地域の環境整備を図る。 

相

手

方 

名  称 原町区地域農業復興組合 

代 表 者 佐藤重久 

所 在 地 南相馬市原町区上渋佐字原田 357-6 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

上記復興組合は、地域の農業者等が構成員であり、農用地の保全管理に適した作業機器

等（草刈機等）を保有し、委託場所の地理に精通している。これらのことから、当該事業

を迅速に且つ、的確に遂行出来る事業体である。また、上記復興組合へ発注することによ

り、地域農業の復興が図られることから上記復興組合と随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔建設部都市計画課                        〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２６６ 

防災集団移転促進事業 移転元買取用地除草作業(小高区)業務委託 

履行場所 南相馬市 地内外 

種  類 業務委託 

概  要 
防災集団移転促進事業において取得した用地のうち、他の事業区域に含まれ

ない範囲の草類の刈払を行い、地域の環境整備を図る。 

相

手

方 

名  称 ふるさと小高区地域農業復興組合 

代 表 者 佐藤 定男 

所 在 地 南相馬市小高区東町一丁目１２２番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

上記組合は、地域の農業者等が構成員であり、農用地の保全管理に適した作業機器等（草

刈機等）を保有し、委託場所の地理に精通している。これらのことから、上記組合は当該

事業を迅速に且つ、的確に遂行出来る事業体である。また、上記組合へ発注することによ

り、地域農業の復興が図られることから上記組合と随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔建設部都市計画課                        〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２６８ 

南相馬市婚活支援業務委託 

履行場所 南相馬市、仙台市 

種  類 業務委託 

概  要 

未婚化、晩婚化、晩産化が進行する中で、独身男女の出会いや結婚相談な

どの場を提供し、定住人口の増加や少子化への対応を図るため、独身男女

の交流イベントや婚活セミナー、結婚相談会を開催する。 

相

手

方 

名  称 マリッジパートナーズ株式会社 

代 表 者 代表取締役 松橋 隆広 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区中央一丁目３番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本業務は、結婚を希望する独身男女を対象としたイベントをサポートし、事前セミナー・

相談会及びイベント企画等の一連の業務を実施するものである。 

当該業者は、県内の地域実情を的確に把握しているため、県が主催する婚活イベントを多数

サポートするとともに、県内の他自治体の婚活イベントも多数受注していることから、本業務

の目的に最も合致した履行を期待できる当該業者と随意契約するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 被災者支援・定住推進課 移住定住推進係             〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２７３ 

南相馬市人口予測等検討業務委託 

履行場所 南相馬市原町区本町二丁目２７番地内 

種  類 業務委託 

概  要 

被災地域の地域振興策や効果的な帰還促進事業等を検討していくため、避

難指示解除後の状況を踏まえた人口動向のデータ収集・分析等を行い、単年

度ごとの新たな人口予測を行うもの。 

また、簡易人口予測システムを構築することで、次年度以降、常に最新の

推計値を把握し、効果的な事務事業の構築を図っていくもの。 

相

手

方 

名  称 株式会社サーベイリサーチセンター東北事務所 

代 表 者 所長 千葉 記章 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目４番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの 

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

当該事業者については、平成２６年度に策定した「南相馬市復興総合計画」において策

定支援業務を委託した事業者であり、計画中にある平成３６年度までの人口予測について

も当該事業者へ委託している。また、平成２７年度に策定した「南相馬市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」において基礎となる人口ビジョンについても当該事業者へ委託し策定

している。 

本業務は、平成２７年度に策定した人口ビジョンについて、避難指示解除後の状況を踏ま

えた人口動向のデータ収集・分析等を行い、単年度ごとの新たな人口予測を行うとともに、常

に最新の推計を把握するため簡易人口予測システムを構築するものであり、「南相馬市復興総合

計画」及び「南相馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における人口ビジョンとの整合を図

り、統一的な分析手法による人口予測が不可欠であることから、当該事業者と随意契約を締結

するものである。 

工事等担当課名 〔 復興企画部企画課                       〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 

（契約番号）４２９２０００２７９ 

食品等放射能簡易分析装置（ＣＡＮ－ＯＳＰ－ＮＡＩ（学校教育課））保守点

検業務委託 

履行場所 学校給食センター他４か所 

種  類 業務委託 

概  要 

食に対する安全安心の確保を図るため、福島県から貸与された放射能簡

易分析装置１０台を学校給食センター及び市内小中学校に配置し、給食食

材等の検査を行っている。分析装置は放射能測定の正確性を確保するた

め、年に一回の保守点検を行う必要があり、この業務を委託する。 

 

相

手

方 

名  称 宝化成機器株式会社 

代 表 者 代表取締役 阿部 信幸 

所 在 地 福島県郡山市喜久田町卸一丁目６２番地１ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本市学校給食センター及び市内小中学校に設置してある分析装置「ＣＡＮ－ＯＳＰ－Ｎ

ＡＩ」１０台については上記事業者が納入者であり、分析装置の保守点検は上記事業者し

か行えないことから、上記事業者と随意契約を締結するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 学校教育課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２８５ 

浸出汚水処理施設機器更新・修繕 

履行場所 南相馬市鹿島区塩崎字内ノ倉地内 

種  類 施設修繕 

概  要 

浸出汚水処理施設機器更新・修繕 

 

 

相

手

方 

名  称 株式会社野田工業所 

代 表 者 代表取締役  野田 傳 

所 在 地 福島県郡山市大槻町字原田５番地１ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

本業務は、ごみ最終処分場の浸出汚水処理施設№２生物酸化槽回転円板減速機の更新及

び薬注配管の修繕である。本設備はエスケーエンジニアリング㈱で開発した設備であるが、

現在は当時代理店を務めていた㈱野田工業所に設備の更新等に必要な業務を全て譲渡した

ため、他社での更新は困難であること、また更新、修繕設備は既存設備との互換性を要す

ることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔                             〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００２８８ 

防災行政無線システム UPS交換作業業務委託 

履行場所 南相馬市役所  

種  類  業務委託 

概  要 
防災行政無線システムの非常電源装置（ＵＰＳ）が想定使用年数を超えた

ことを受け、非常時に機器の故障を防ぎ、適切に運用するためにこの交換

を行う。 

相

手

方 

名  称 日本電気株式会社 福島支店 

代 表 者  支店長 大野 淳一 

所 在 地  福島県福島市本町５番５号 

根

拠

規

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 8 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき 

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき 

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約

理

由

の

説

明 

【具体的に記入すること】 

当該業者は、本市防災行政無線システムの機器及びシステムを構築した施工業者であり、 

機器の交換及び動作確認を実施する上で、適切な運用を確保できる業者である。また、交

換作業に伴い問題が発生した場合、当該業者以外では適切な処置が不可能なことから該当

業者との随意契約とする。 

 

 

工事等担当課名 〔  復興企画部 危機管理課  〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３０３ 

復興事業に係る土地情報調査業務委託 

履行場所 南相馬市災害危険区域 

種  類 調査業務委託 

概  要 

土地情報調査及びデータベース構築業務委託（権利等調査） 

調査対象地区 南相馬市災害危険区域（１，９８０ｈａ） 

 

相

手

方 

名  称 ㈱千代田コンサルタント 南相馬事務所 

代 表 者 所長 荒井 裕則 

所 在 地 福島県南相馬市原町区旭町３丁目３８番地１ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

防災集団移転促進事業で買い取った土地は、土地改良事業に編入し復興事業用地として

利活用されるため、移転促進区域内と移転促進区域外の土地情報を一体的に管理する必要

がある。 

当該事業者は移転促進区域内の土地情報のデータベース化を行っており、今回の移転促

進区域外の土地情報のデータと、既存のデータを統合・管理できる唯一の事業者であるた

め随意契約としたい。 

工事等担当課名 〔 都市計画課                          〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３０５ 

南相馬市農林水産物ＰＲ事業映像コンテンツ作成業務委託 

履行場所 市が指定する場所 

種  類 業務委託 

概  要 

 市産農産物等のＰＲ事業を実施した内容を映像にまとめ、動画配信を行

い、原子力に伴う市産農産物に対する風評の払拭を図るもの。 

 

相

手

方 

名  称 南相馬 ITコンソーシアム 

代 表 者 代表 田中章広 

所 在 地 南相馬市原町区橋本町 1-52-5 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

上記業者は、すでに類似した内容のコンテンツの作成やホームページへの動画の作成等

業務実績があり、映像コンテンツの作成等熟知しており、エンジニアの育成にも力を注い

でいるため、技術面、作業面において十分な能力を有しており、必要機器等も保有してい

る。 

また、当該事業について、イベントへの随行や取り組み（市内農業者や流通業者、放射

能測定検査など）の取材を要することから、迅速な対応が求められ、かつ南相馬市の業者

で他の業者では対応が不可能なため、当該業者との随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔農政課                              〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３１４ 

国保標準事務処理システム導入業務委託 

履行場所 市民課 

種  類 業務委託 

概  要 

国民健康保険法等の改正に伴い、平成３０年度よりスタートする国保広域化

に対応するため、国保標準事務処理システムの導入作業及び既存の住民情

報システムに対する改修作業等を行う。 

相

手

方 

名  称 株式会社日立システムズ 東北支社 

代 表 者 支社長 堀谷 敦 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

本業務は、国民健康保険法等の改正に伴い、平成３０年４月よりスタートする国保広域化に対応する

ために必要となるシステム（国保標準事務処理システム）の導入及び国保標準事務処理システムと既

存の住民情報システムを連携させるために必要となる各種のカスタマイズ等作業の実施であるが、住民情

報システムに対するカスタマイズをはじめとする各種の作業は、住民情報システムの構築業者である(株)

日立システムズ東北支社しか行うことができないことから、上記事業者との随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔市民課                      〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３１５ 

国保高額療養費支給管理システム制度改定対応改修業務委託 

履行場所 市民課 

種  類 業務委託 

概  要 

国民健康保険法施行令及び国民健康保険法施行規則の改正に伴い、平成

２９年８月診療分以降の高額療養費に係る限度額が改定されたことから、

改定後の限度額に対応するため、国保高額療養費支給管理システムの改修

を行う。 

相

手

方 

名  称 株式会社日立システムズ 東北支社 

代 表 者 支社長 堀谷 敦 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

本業務は、平成２９年８月診療分以降の高額療養費の限度額の改定に、国保高額療養費支

給管理システムを対応させるために必要となるカスタマイズ作業等の実施であるが、国保

高額療養費支給管理システムに対するカスタマイズをはじめとする各種の作業は、国保高額療養費

支給管理システムの構築業者である(株)日立システムズ東北支社しか行うことができないことから、上

記事業者との随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔市民課                     〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３１６ 

国保情報集約システム情報連携環境構築業務委託 

履行場所 市民課 

種  類 業務委託 

概  要 

平成３０年度よりスタートする国保広域化に伴い、福島県国民健康保険

団体連合会が整備する「国保情報集約システム」との各種の情報連携を行

うため、ネットワーク等の環境整備を行う。 

相

手

方 

名  称 株式会社日立システムズ 東北支社 

代 表 者 支社長 堀谷 敦 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

本業務は、国保標準事務処理システムと国保情報集約システムとの間で行われる各種の情

報連携に係る、連携用ファイルの入出力自動対応化作業及び住民情報系ネットワークと国保連合会

ネットワークの接続作業となるが、これらの作業は、国保標準事務処理システムの導入事業者及び

住民情報系ネットワークの保守業者である(株)日立システムズ東北支社しか行うことができないこと

から、上記事業者との随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔市民課                      〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 

（契約番号）４２９２０００３１７ 

平成２９年度南相馬市 震災に伴う土地の境界復元作業データ整備業務

委託 

履行場所 総務部税務課 

種  類 委託 

概  要 

東日本大震災に伴い発生した土地境界の歪みについて、法務局が行った土地

の境界復元調査により作成された資料を基に、南相馬市において運用してい

る固定資産土地評価・地理情報システムの地番図データの更新を行い、正確

な課税基礎を整備することを目的とする。 

相

手

方 

名  称 株式会社パスコ 

代 表 者  

所 在 地  

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

現在南相馬市において運用している固定資産土地評価・地理情報システム構築業者である株式会社

パスコ以外では業務が困難であるため、当該業者との随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 総務部税務課                        〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３２０ 

原町斎場３号・４号主燃炉Ｎ煉瓦修繕 

履行場所 原町斎場 

種  類 施設修繕 

概  要 

３号・４号主燃炉Ｎ煉瓦修繕 一式 

※損傷しているＮ煉瓦及び耐火煉瓦を解体し、積替後養生を行い試運転確

認する 

相

手

方 

名  称 株式会社宮本工業所 

代 表 者 代表取締役 宮本芳樹 

所 在 地 富山市奥田新町１２番３号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

本業務は、原町斎場の火葬主燃炉内のＮ煉瓦の修繕であり、Ｎ煉瓦は上記業者独自のも

ので、他社では部品の調達、交換修繕が困難であること、また既存設備（主燃炉内）との

互換性を要することから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号により当該業者と

の随意契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 生活環境課                            〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３２５ 

防火水槽清掃業務委託 

履行場所 南相馬市鹿島区寺内字歓頂木地内外 

種  類 業務委託 

概  要 

地域住民の放射性物質に対する不安払拭のため、東日本大震災以降、清掃

を行っていない無蓋防火水槽の清掃を行う。 

 鹿島区 ６９基 

 原町区  ３基 

   計 ７２基 

相

手

方 

名  称 株式会社 モンマ 

代 表 者 門馬 喬 

所 在 地 南相馬市原町区鶴谷字牛踏１５６番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本業務委託には、防火水槽内の堆積物（汚泥等）の処理が含まれ、産業廃棄物としての

処理が必要となるが、上記業者は自社で汚泥等のリサイクル処理が可能な技術を有してお

り、防火水槽清掃及び、産業廃棄物の一括処理ができる唯一の業者である。 

従って、他事業者に比べ有利な価格での契約締結が見込まれること並びに当該業務を熟

知し、速やかな業務遂行が可能である上記業者との随意契約とする。 
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様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３２６ 

防災行政無線システム２９年度総務省定期検査対応作業委託 

履行場所 南相馬市役所  

種  類  業務委託 

概  要 東北総合通信局による無線局定期検査を行うため、定期検査に対応した点

検業務を委託する。 

相

手

方 

名  称 日本電気株式会社 福島支店 

代 表 者  支店長 大野 淳一 

所 在 地  福島県福島市本町５番５号 

根

拠

規

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 8 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき 

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき 

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約

理

由

の

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本業務は、無線局の定期検査において機器を再設置し、システムの動作確認を行うため、点

検対象となる機器の設置業者である本業者以外には対象機器を取り扱うことが不可能であ

ることから、本業者と随意契約を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔  復興企画部 危機管理課  〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる
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